
様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.３－１

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所
入札(開札)年月日

質問受理日 令和7年12月1日

回　答　日 令和7年12月3日

所 属 名
電 話 番 号

回　　答　　事　　項
１　質問・回答その１Ｎｏ．１－２の７を参照

２　自家発補給電力の契約はありません。

３　現在の契約電力は仕様書の契約電力と一致します。この契約電力は、本契約の供給期間
終了まで変更の予定はありません。供給期間中に契約電力の変更が必要になった場合、必要
な根拠を提出することを了承します。

４　現在の契約電力は１，０１５ｋＷです。直近１２か月分（令和６年１１月～令和７年１
０月）の最大需要電力は９３６ｋＷです。

５　供給開始までに契約電力の変更があった場合は直近の請求書の契約電力を引き継ぐもの
とします。この場合、契約単価の変更協議については応じます。

６　最大需要電力が契約電力を超過した場合の対応について、一般送配電事業者の指示があ
ればそれを明らかにしたうえで、契約単価の変更も含め協議し定めるものとします。

回 答 担 当 所 属
下水道施設課
０８３―９２５―８４６９

１　入札書に記載する日付について、郵便入札の場合は発送日を記載する対応でよろしいで
しょうか。日付の指定がありましたらご教示ください。

２　自家発補給電力の契約はありますか。

３　現在の契約電力が500kW以上で仕様書の契約電力と異なる場合、協議制となり落札後に明
確な根拠を提出して頂きますが可能でしょうか。(頂きました根拠が不十分だった場合、ご希
望に沿えない可能性がございます。)

４　現在の契約電力と直近12か月分の最大需要電力を教えていただけますでしょうか。最大
需要電力の実績が現在の契約電力を超過している場合、最大値に合わせて契約電力の超過是
正を行う予定はありますか。

５　契約電力が1 施設で500kW 以上（協議制）の施設については、契約開始前に仕様書記載
の契約電力を超過した場合、仕様書記載の契約電力での申込が一般送配電事業者に却下され
る可能性がございます。その場合は超過した契約電力でのご契約となりますがご了承いただ
けますでしょうか。また、その際契約単価の変更協議には応じていただけますでしょうか。

６　最大需要電力が契約電力を超過した場合、一般送配電事業者の指示のもと、超過金の支
払いではなく契約電力の超過是正をいたします。（超過是正については弊社で決定するもの
ではなく、一般送配電事業者の指示のもと対応すべき事項です。）その際、契約単価の変更
が生じますが問題ございませんでしょうか。

内容質問回答書

山口市上下水道局山口浄化センターで使用する高圧電力の供給

山口浄化センター（山口市黒川地内）

令和7年12月11日

質　　問　　事　　項



様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.３－２

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所
入札(開札)年月日

質問受理日 令和7年12月1日

回　答　日 令和7年12月3日

所 属 名
電 話 番 号

回　　答　　事　　項
７　振込手数料が発注者負担となることを了承します。また、支払期日については「契約書
（案）」第１３条のとおり、請求書を受理した日から起算して３０日以内に当該請求金額を
支払います。

８　了承します。

９　計量日は毎月１日です。供給開始日は「仕様書」３（２）①のとおり令和８年４月１日
です。

１０　電気料金を分割して計算、請求する必要はありません。

１１　電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額で支払います。１枚の請求書に対し複数か
ら支払われることはありません。

１２　力率割引の算定方法は「仕様書」７（１）及び「積算内訳書」のとおりです。

回 答 担 当 所 属
下水道施設課
０８３―９２５―８４６９

７　弊社では電気料金のお支払は、振込、口座振替となり、振込みの場合振込手数料はお客
様負担をお願いしておりますがご了承いただけますでしょうか。また、弊社では料金算定期
間の翌月末日まを支払期日としております。ご了承いただけますでしょうか。

８　請求書発行について、弊社では毎月7営業日頃の発送となっておりますが了承いただけま
すでしょうか。

９　送電開始日は計量日と同日でしょうか。現在の計量日をご教示ください。

１０　電気料金の計算は需要場所単位に行います。需要場所に会計主体の異なるテナント等
があっても、電気料金を分割して計算、ご請求することはできませんが、よろしいでしょう
か。

１１　電気料金は、一施設毎に請求書通りの金額でお支払いいただけるという認識でよろし
いでしょうか。（１枚の請求書に対し複数から支払われるということはありませんでしょう
か）複数からのお支払が発生する場合、事前にお支払金額の内訳を通知いただくことは可能
でしょうか。

１２　請求時の基本料金の算定方法について、弊社では（基本料金単価×契約電力）＋力率
割引・割増相当額により算定しております。基本料金および力率割引については個別に計算
しますが、力率割引の考え方は旧一般電気事業者の定義と同じです。例）力率が100％の場
合、基本料金を15％割引します。上記算定方法にてご了承いただけますでしょうか。

内容質問回答書

山口市上下水道局山口浄化センターで使用する高圧電力の供給

山口浄化センター（山口市黒川地内）

令和7年12月11日

質　　問　　事　　項



様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.３－３

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所
入札(開札)年月日

質問受理日 令和7年12月1日

回　答　日 令和7年12月3日

所 属 名
電 話 番 号

回　　答　　事　　項
１３　自動検針装置は設置されています。

１４　契約書の内容については「契約書（案）」を基にして、落札後に協議し定めます。

１５　「山口市上下水道事業競争入札参加者心得」及び質問・回答その１Ｎｏ．１－２の６
を参照

１６　燃料費等調整額について、「仕様書」９（６）のとおりで、独自の算定方法に基づき
算定することはできません。

１７　質問・回答その１Ｎｏ．１－４の１５を参照

１８　「仕様書」９（６）のとおり、燃料費等調整額は請求金額に含めることとし、これを
含まない料金制度での応札、契約締結はできません。

回 答 担 当 所 属
下水道施設課
０８３―９２５―８４６９

１３　自動検針装置はついていますか。未設置の場合供給開始までに日数を要します。落札
後に未設置が発覚した場合開始申込の希望開始ができない可能性もございますのでご注意く
ださい。

１４　仮に弊社が落札した場合、契約書の内容および契約書に記載がない事柄について協議
いただくことは可能でしょうか。契約書の内容を変更することが難しい場合、協議内容につ
いて別途覚書を締結することは可能でしょうか。

１５　入札書と内訳書につきまして、割印、ホッチキス留めなど、指定はありますか。ま
た、郵送提出の際、入札書、内訳書を封入した内封筒と、郵送用の外封筒での二重封筒で提
出する必要はありますでしょうか。

１６　弊社が落札した場合に、弊社独自の算定方法に基づき、燃料費調整額（電源調達調整
単価）を算出することは可能でしょうか。

１７　弊社が契約に至った場合、入札時点の約款に基づく燃料費等調整額の算定諸元を契約
満了まで適応させていただきますが、ご了承いただけますか。

１８　燃料費調整額が発生しない（請求を行わない）料金制度での応札、契約締結は可能で
すか。

内容質問回答書

山口市上下水道局山口浄化センターで使用する高圧電力の供給

山口浄化センター（山口市黒川地内）

令和7年12月11日

質　　問　　事　　項



様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.３－４

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所
入札(開札)年月日

質問受理日 令和7年12月1日

回　答　日 令和7年12月3日

所 属 名
電 話 番 号

１９　落札業者は開札日に決定いたしますでしょうか。開札日に確認ができない場合、何月
何日までに確認可能かご教示ください。

２０　入札金額の算定方法に関わらず、実際の電気料金ご請求時には基本料金、電力量料金
（燃料費等調整額がある場合はそれを含む）は小数点第２位まで保持し、再生可能エネル
ギー発電促進賦課金および合計金額は円未満切り捨て、契約単価は税込みとさせていただき
ますがよろしいでしょうか。

２１　落札後、またはご契約中に、一般送配電事業者による託送料金や損失率の変更があっ
た場合には、それに伴い、ご契約の電気料金単価に相当分を上乗せさせていただくことがご
ざいます。この上乗せ分はすべて一般送配電事業者に支払われるものであり、当社の利益に
はなりません。ご了承いただけますでしょうか。

２２　複数需要場所の合算請求書の発行は対応できかねますがご了承いただけますでしょう
か。

２３　計量結果の報告および検査について、弊社では計量結果の報告を別途行うといった対
応は行っておりません。ご利用の内訳が記載されております電気料金請求書及び請求確定後
にマイページより確認できる請求データによりご確認・ご対応いただけますでしょうか。ま
た、検査後の日付にて請求書の再発行は致しかねますのでご了承願います。

内容質問回答書

山口市上下水道局山口浄化センターで使用する高圧電力の供給

山口浄化センター（山口市黒川地内）

令和7年12月11日

質　　問　　事　　項

回　　答　　事　　項
１９　開札結果については公告にお示ししたとおり、開札日の午後４時までに山口市公式
ウェブサイトに掲載いたします。電話、メール等での連絡はしておりませんので御了承くだ
さい。掲載する入札結果の項目は、発注課名（所属）、件名、契約番号、履行場所、登録業
種、入札日、予定価格、入札書比較価格、入札参加者名、入札金額、入札書比較価格との差
額となっております。掲載する様式につきましては山口市上下水道事業競争入札実施要綱
（市ウェブサイトに掲載）に定める様式第１３号のとおりです。

２０　了承します。

２１　質問・回答その１Ｎｏ．１－６の２４を参照

２２　了承します。

２３　質問・回答その２Ｎｏ．２－３の１２を参照

回 答 担 当 所 属
下水道施設課
０８３―９２５―８４６９



様式第１２号（第２１条関係） （№9）

No.３－５

件 名

工 事 場 所
履 行 場 所
納 品 場 所
入札(開札)年月日

質問受理日 令和7年12月1日

回　答　日 令和7年12月3日

所 属 名
電 話 番 号

２４　契約書の提出期限や、締結日の期限はございますでしょうか。契約内容確定後、社内
決裁・製本・押印・発送等のお時間を頂戴することになるため、指定の日数がある場合そち
らの日程での提出ができかねる可能性がございます。その場合、提出日の延長について協議
いただくことは可能でしょうか。

２５　発行される請求書につきまして「燃料費調整単価」「市場価格調整単価」の項目は分
かれず合計値で「燃料費等調整額」と記載される形となりますが問題ございませんでしょう
か。

２６　市場連動、または市場連動を含むプランでの応札は可能でしょうか。

内容質問回答書

山口市上下水道局山口浄化センターで使用する高圧電力の供給

山口浄化センター（山口市黒川地内）

令和7年12月11日

質　　問　　事　　項

回　　答　　事　　項
２４　質問・回答その１Ｎｏ．１－６の２３を参照

２５　問題ありません。

２６　「仕様書」及び「積算内訳書」に示す基本料金単価は供給期間中、電力量料金単価は
「積算内訳書」に示す季節区分ごとに、各々一定で変動しないものとします。これによらな
い料金プランでの応札はできません。また、これらに記載されていない金額を追加したプラ
ンでの応札はできません。

回 答 担 当 所 属
下水道施設課
０８３―９２５―８４６９


